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第１章 総則 

 １ 目的 

   この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成

１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）第３６条第２項及び第１８２条

第２項の規定に基づき、北日本ガス株式会社（以下「当社」という。）の業務に関し必

要な事項を定め、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置（以下「国

民保護措置」という。）及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な

実施に資することを目的とする。 

 

 ２ 基本方針 

   当社は、武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する

基本指針（平成１７年３月２５日閣議決定）、栃木県国民保護計画（平成１８年３月３

１日作成）及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の関係機関と連携協力し、

その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。 

   なお、国民保護措置の実施に当たっては、次の点に特に留意するものとする。 

(1) 自主的な判断 

国民保護措置の実施方法等については、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に

判断するものとする。 

(2) 安全の確保 

当社が実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に配慮するものとする。 

(3) 関係機関との連携の確保 

国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。 

 

 ３ 計画の見直し等 

   適時この計画の内容について検討を加え、変更の必要があると認めるときは、広く

関係者の意見を求めるよう努めた上で、これを変更するものとする。なお、この計画

を変更したときは、速やかに知事に報告し、併せて関係市町村長に通知するとともに、

公表するものとする。 

 

 

第２章 平素からの備え 

１ 活動体制の整備 

  (1) 連絡調整体制の整備 

当社の業務に係る国民保護措置に関する事務について、当社内の連絡調整を図る

ための体制を整備するものとする。 

   (2) 緊急参集体制等の整備 

     武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要な体



 

制を迅速に確立するため、関係社員の緊急参集等について必要な事項をあらかじめ

定めるものとする。 

(3) 情報の収集・連絡体制の整備 

     当社が管理する施設等の被災状況、国民保護措置の実施状況等の情報を迅速に収

集・連絡できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらか

じめ定めるものとする。 

   (4) 通信体制の整備 

     武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携

に配慮しつつ、必要な通信体制を整備するものとする。 

 

 ２ 関係機関との連携 

   平素から関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努める

ものとする。 

 

 ３ 訓練の実施 

   平素より、的確かつ迅速な国民保護措置の実施が可能となるよう当社内における訓

練の実施に努めるとともに、県、市町村等が実施する国民保護措置についての訓練へ

参加するよう努めるものとする。 

 

４ 物資及び資材の備蓄等 

(1) 物資及び資材の備蓄等 

国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよ

う、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の

把握に努めるとともに、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保

護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、必要な体制の整

備に努めるものとする。 

(2) 当社が管理する施設等の整備等 

当社が管理する施設及び設備について、国民保護措置の実施も念頭におきながら、

平素から整備し、又は点検するものとする。 

 

 

第３章 武力攻撃事態等への対処 

 １ 活動体制の確立 

(1) 国民保護対策本部の設置 

① 県に国民保護対策本部が設置された場合には、必要に応じ、北日本ガス株式会

社国民保護対策本部（以下「社対策本部」という。）を設置するものとする。 

② 社対策本部は、当社内における国民保護措置等に関する調整、情報の収集・連



 

絡及び当社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。 

③ この計画に定めるもののほか、社対策本部の組織及び運営に関し必要な事項に

ついては、別に定めるところによるものとする。 

(2) 緊急参集の実施 

国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別に定めるところにより、必要に

応じ、関係社員の緊急参集を行うものとする。 

(3) 通信の確保 

国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保するため、必要に応じ、情報通

信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必

要な措置を講ずるものとする。 

  

２ 安全の確保 

   国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、県等から提供を受けた武

力攻撃等の状況その他必要な安全に関する情報を活用するなどにより、当社の実施す

る国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。 

   なお、必要に応じ、知事に対して、国民保護法第１５８条第３項の規定に基づき、

特殊標章又は身分証明書の使用の許可を求めるものとする。  

  

３ 国民保護措置の実施 

   当社は、指定地方公共機関（ガス事業者）の業務である、「ガスを安定的かつ適切に

供給するため必要な措置」を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。 

 

 ４ 関係機関との連携 

   県、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と緊密に連携し、的確

かつ迅速な国民保護措置の実施に努めるものとする。 

 

５ 情報の収集、報告及び提供 

当社は、その管理する施設等の被災状況、国民保護措置の実施状況等の情報を迅速

に収集し、必要に応じ、県に報告するものとする。 

また、国民保護措置の実施状況等について、ホームページ等を活用して、適時かつ

適切に提供するよう努めるものとする。 

  

６ 当社が管理する施設の安全の確保 

県等から当社が管理する施設の安全の確保についての要請等があった場合には、社

員等の安全の確保に十分配慮した上で、巡回の強化など当該施設の安全の確保のため

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 



 

７ 安否情報の収集への協力 

   知事及び市町村長が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、

照会に応じて安否情報の提供を行うなど、知事等が行う安否情報の収集に協力するよ

う努めるものとする。 

 

 

第４章 復旧等 

 １ 応急の復旧 

   武力攻撃災害が発生した場合には、安全の確保に配慮した上で、可能な限り速やか

に、当社が管理する施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害状況等を把握す

るとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行うもの

とする。 

   なお、応急の復旧のため必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によ

っては的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、県に対し、

必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支

援を求めるものとする。 

  

２ 武力攻撃災害の復旧 

当社が管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、

武力攻撃事態等が終結した後に、本格的な復旧を図るものとする。 

 

 

第５章 緊急対処事態への対処 

  緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、武力攻撃事

態等への対処に準じて行うものとする。 

 

 



 

【別紙】指定地方公共機関の業務 

指定地方公共機関の種別 国民保護措置として実施する業務 

ガス事業者 ガスを安定的かつ適切に供給するため必

要な措置 

運送事業者（旅客関係） 避難住民の運送及び旅客の運送を確保

するため必要な措置 

運送事業者（貨物関係） 緊急物資の運送及び貨物の運送を確保

するため必要な措置 

医療関係機関 医療を確保するため必要な措置 

放送事業者 警報の内容の放送、避難の指示の内容

の放送及び緊急通報の内容の放送 

河川管理施設管理者 河川管理施設の適切な管理 

道路管理者 道路の適切な管理 

 



 

国民保護対策本部設置及び召集フロー

①栃木県国民保護対策本部が設置された
場合、必要に応じて設置する。

②設置の判断は、社長とし社長不在時は
執行役員とする。

①業務体制は、別に定める「災害対策マ
ニュアル」の「災害対策本部組織・体制」に
準拠する。

参集場所

武力攻撃

栃木県
国民保護対策本部設置

非常召集

北日本ガス㈱
国民保護対策本部設置

平 日 日祭日・夜間

全社員 男子全員

勤務事業所

小山 鹿沼

北日本ガス㈱ 「災害対策マニュアル」に準

拠し、情報収集、需要家対応、供給・保安の

確保に当たる。

・指定箇所巡回点検
・需要家広報
・復旧対策 等々



 

国民保護対策本部・連絡体制
（北日本ガス株式会社）

鹿沼消防署 ０２８９－６３－１１４１

鹿沼警察署 ０２８９－６２－０１１０

下野消防署 ０２８５－５３－１１１９

下野警察署 ０２８５－５２－０１１０

小山消防署 ０２８５－２２－１１１９
小山警察署 ０２８５－２２－０１１０

北日本ガス㈱ 国民保護対策本部

℡ ０２８５－２２－３３１８ (小山本社・事業所)
災害時緊急 ℡ ０２８５－２２－７５５５ (小山本社・事業所) 

Fax ０２８５－２５－０２１６ (小山本社・事業所)

供 給 部

供給部長

本 部 要 員

事 務 局

代表取締役社長

鹿 沼 事 業 所

℡ ０２８９－６４－１１１８
災害緊急 ℡ ０２８９－６４－５３５５

Fax ０２８９－６５－０６４８

管 理 部

管理本部長

総務人事Ｇ部長

小 山 本 社 ・ 事 業 所

営業第二部 供 給 部

供給Ｇ部長

鹿沼設備課長

関東東北産業保安監督部

保 安 課

℡ ０４８－６００－０４１５～７

緊急 ０４８－６０１－１２５２～４

日本ガス協会 関東中央部会
℡ ０３－３５０４－３５３１
Ｆax ０３－３５０４－３５３０

日本ガス協会

℡ ０３－３５０２－０１１１

日本簡易ガス協会 関東支部
℡ ０３－３５３９－２２７１

Ｆax ０３－３５３９－２２７２

栃木県国民保護対策本部
（ 総務部消防課）

℡ ０２８－６２３－２１２９

Ｆax  ０２８－６２３－２１４６

下野市対策本部

（市民生活部生活課）
℡ ０２８５－４０－５５５５

鹿沼市対策本部
（総務部総務課）

℡ ０２８９－６３－２１３８ Ｆ
ax  ０２８９－６３－２１４３

小山市対策本部
（総務部行政経営課）

℡ ０２８５－２２－９３１３
Ｆax  ０２８５－２２－８９７２

初動連絡体制

供給部 代表取締役社長

総務人事Ｇ部長

供 給 部
部 長 執行役員

執行役員

営業第二部
部長

営業第一部

部長

担当課長

供給Ｇ部長
経財Ｇ部長

保安課長供給課長

営業第一部

営業第一部長

開発Ｇ部長西部エリアＧ部長東部エリアＧ部長

エネルギー企画Ｇ

エネルギー企画Ｇ部長

企画課長 西部エリアＧ部長

営業第二部長

東部エリアＧ部長

エネルギー企画
Ｇ部長経財G部長

総務人事課長 財務課長 経理課長小山設備課長

業務課長



 

１．職務分担

本　 部　 長

　本部参謀 本部長不在時の場合、本部長代理として指揮を執る。

　本部参謀　情報収集 情報の収集、取りまとめ

　広　　　報 対外広報、関係官庁、関係会社への報告・連絡、調整

　需要家対応 大口・一般需要家広報等

災害緊急復旧対策の策定、実施

本部長指示事項の各対策班長への指示

本部長指示を得るまでもなく緊急復旧措置が可能な緊急対策の指示

ガス供給停止判断分析及び本部長指示に基づくガス経供給停止指示

災害情報及び指示事項結果等本部長への報告

対策班

マスメディアへの広報・協力要請及び関係官庁・機関、関係会社への報告・連絡

広報・協力要請文作成

需要家・地域広報及び協力要請

広報・協力要請文作成

本部の設営・庶務、社員の出勤・出動確認、社員の安否確認

本部と各班との調整連絡、災害情報の取りまとめ・整理

点検巡視員、緊急復旧工作員等との無線交信

緊急復旧作業の指示（軽微かつ点検巡視員対応可能な復旧作業）

外部、需要家からの電話受付、問合せの１次対応

　

災害復旧資機材の調達、食料品、医薬品の調達、宿泊施設、駐車場等の確保

構内・事務所内の避難誘導、建物・製造設備等の消火活動

災害復旧工員等のけが人の救護、構内・事務所内のけが人の救護

簡易ガス特定製造所、充填工場、出井供給所、ガバナー、添架管等の点検及び緊急復旧対応

需要家情報・保有データー保護管理

災害復旧対策に必要な需要家情報資料作成

ガス漏れ復旧作業、マイコン作動復旧

現場点検

ガス漏れ復旧作業、マイコン作動復旧

現場点検

製造プラント点検、計測機器類の監視、異常事態緊急対応・報告

製造停止対応

＊班編成
国民保護対策本部長は、「災害対策本部組織・体制」に準拠して班編成および要員配置を行うものとする。

２．指 示 系 統

　
  　報告(災害情報等)

　指示 　・製造供給設備

　・需要家設備

　・ガス漏れ

　　等の緊急対策

　  報告(災害情報等)

　・対外広報

　・対外報告・連絡

　  報告(災害情報等)

　・需要家広報

ＬＰガス工作班

製造設備班

都市ガス工作班

消火救護班

設備点検班

導管復旧工作班

需要家資料班

製造・供給設備、ガス漏れ導管の復旧対策及びガス供給停止対応

広 報 参 謀 広報班長 実行部隊

実行部隊本部指令班長 各対策班長
本　 部　 長

実行部隊
需要家広報担当
参謀

需要家広報班長

　　本部参謀

調達班

無線班

需要家広報班

　復旧工作作戦

　本部指令班

広報班

総務班

電話受付班

組織・役職

国民保護対策本部職務分担及び指示系統

職　　　務　　　内　　　容

 

 

 


